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現
在
北
海
道
で
は
、
法
人
道
民

税
、
法
人
事
業
税
及
び
地
方
法
人

特
別
税
に
つ
い
て
電
子
申
告
が
で

き
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ご
自
宅
や

オ
フ
ィ
ス
か
ら
簡
単
に
申
告
が
で

き
、
窓
口
に
出
向
い
た
り
、
申
告

書
を
郵
送
す
る
手
間
が
な
く
と
て

も
便
利
で
す
。

　

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
の
詳
し
い
情
報

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://www.eltax.jp/

札
幌
道
税
事
務
所
税
務
管
理
部

☎
０
１
１-

２
０
４-

５
０
８
３

檜
山
振
興
局
税
務
課

☎
０
１
３
９-

５
２-

６
４
７
２

　

提
出
し
た
確
定
申
告
書
に
計
算

誤
り
や
申
告
漏
れ
な
ど
申
告
内
容

に
誤
り
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た

方
や
う
っ
か
り
確
定
申
告
書
の
提

出
を
忘
れ
て
い
る
方
は
い
ま
せ
ん

か
。も
う
一
度
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

税
額
を
多
く
申
告
し
て
い
た
こ

と
に
気
付
い
た
と
き
は
、「
更
生
の

請
求
書
」
を
提
出
し
て
正
し
い
税

額
へ
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
税
額
を
少
な
く
申
告
し

た
こ
と
に
気
付
い
た
と
き
は
、「
修

正
申
告
書
」
を
提
出
し
て
正
し
い

税
額
に
修
正
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
確
定
申
告
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
提
出
を
忘
れ

て
い
た
と
き
は
、
速
や
か
に
確
定

申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

八
雲
税
務
署

☎
０
１
３
７

－

６
３

－

２
１
４
８

　

春
先
の
時
期
は
ま
だ
ま
だ
海
上

荒
天
の
日
が
多
く
、
事
故
が
発
生

し
や
す
い
時
期
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
最
新
の
気
象
情
報
、
海
上

模
様
を
確
認
し
、
出
港
前
に
は
船

体
及
び
エ
ン
ジ
ン
の
点
検
を
行

い
、
出
港
後
は
、
常
時
適
切
な
見

張
り
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

　

平
成
30
年
２
月
１
日
以
降
、
小

型
船
舶
船
室
外
の
甲
板
上
す
べ
て

の
乗
船
者
に
は
国
の
技
術
基
準
に

適
合
し
た
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

（
桜
マ
ー
ク
の
有
る
物
）
を
、
磯

等
渡
し
及
び
磯
の
上
の
釣
り
人
に

も
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
着
用
が

義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
着
用
前

に
不
具
合
が
な
い
か
点
検
し
た
う

え
で
、
正
し
く
着
用
す
る
こ
と
を

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

瀬
棚
海
上
保
安
署

☎
０
１
３
７-

８
７-

３
９
９
９

　

75
歳
以
上
の
方
が
起
こ
す
交
通

事
故
の
割
合
が
年
々
増
加
し
て
い

ま
す
。
こ
の
た
め
、
昨
年
３
月
12

日
か
ら
、
免
許
更
新
時
の
認
知
機

能
検
査
で
認
知
症
と
疑
わ
れ
た
方

は
、
医
師
の
受
診
が
義
務
付
け
ら

れ
、
認
知
症
と
診
断
さ
れ
た
場
合

は
免
許
取
消
か
停
止
処
分
と
な
り

ま
す
。

函
館
運
転
免
許
試
験
場

☎
０
１
３
８

－

４
６

－

２
０
０
７

　

豊
田
老
人
ク
ラ
ブ
で
は
、毎
年
、

子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
を

願
っ
て
豊
田
ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン

タ
ー
で
鯉
の
ぼ
り
を
揚
げ
て
い
ま

す
。

　

そ
こ
で
、
豊
田
老
人
ク
ラ
ブ
で

は
、
使
わ
な
く
な
っ
た
鯉
の
ぼ
り

を
募
集
し
ま
す
。

今
金
町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
８
２

－

０
５
５
７

役
場
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

☎
８
２

－

０
１
１
１

４

ストップ！消費者問題

・せたな警察署今金交番

☎82-0435

・役場まちづくり推進課

☎82-0111

問合せ

　消費生活センター等をかたる不

審な電話やはがきにご注意くださ

い。

　消費生活センターやこれに類似

した名称をかたる者から、不審な

電話がかかってきた、自宅にはが

きが届き身に覚えのない料金の支

払いを要求されたという相談が寄

せられています。

　消費生活センターの相談料は

無料であり、どのような名目で

も、消費生活センターから消費

者の皆様にお金を請求すること

は絶対にありません。

　今金町は引き続き消費者行政

の維持・強化に努めてまいりま

す。

問
合
せ

確
定
申
告
の
内
容
が
間
違
っ
て

い
た
と
き

船
舶
海
難
の
事
故
防
止
に
つ
い
て

広報いまかね 2018年４月号

法テラス八雲通信

こわい？無過失責任

■「自分の不始末は自分で落とし前をつける」
と、潔く生きることはできても、自分に落ち度
のないことについてまで、責任を負わされるの
は耐え難いですよね。
■法律の世界には、過失責任主義という原則が
あります。過失責任主義とは、故意・過失がな
ければ、損害賠償責任を負わされることはない
という原則です。この原則は主に不法行為の分
野における原則です。契約法の分野、例えば「誰
かの保証人になってしまって、全財産を持って
いかれた」というようなケースは、保証人には
落ち度はありませんが、これは保証人になると
いう意思表示をしたことの帰結であって、故意
や過失の話とは、ちょっと性質が違います。
■でも、法律の世界には、原則に対する例外が
つきものです…。実は、無過失責任というもの
があるのです。
■民法715条は、事業のために他人を使用する
ものは、その被用者が第三者に加えた損害につ
いて損害賠償する責任を負うという規定です。
実は、715条には但書があり、被用者の選任及
びその事業の監督について相当の注意をした場
合には免責されると規定されています。ですか
ら、厳密にいうと無過失責任そのものではあり
ません。しかし運用のレベルでは、この但書の

適用はとても厳しくなされるので、実質的に無
過失責任であると評価されています。
■民法718条の動物占有者の責任も、民法715条
と同じような構造になっています。ペットの散
歩中に、愛犬が誰かに噛みついてしまったりす
ると、この規定の適用を受けます。
■家の屋根から落雪があり、歩行者に怪我をさ
せてしまった場合、どうなるでしょうか。民法
717条によると、建物に瑕疵があったり、建物
の保存をきちんとしていなかった場合は、最終
的には所有者が無過失の責任を負うとしていま
す。
■どうして無過失責任というものが存在するの
でしょうか。これは、報償責任（利益の存する
ところ損失も帰属する）、危険責任（危険を支
配する者が責任も負う）という観点から説明さ
れることが多いです。部下、ペット、工作物の
管理はしっかりしたほうがよさそうです！
■当事務所では、皆様からの各種法律相談を
承っております。一定の資力要件を満たす方は、
３回まで無料の法律相談をすることもできま
す。少しでも気になることがございましたら、
お気軽にぜひ「法テラス八雲法律事務所（050
‐3383‐8366）」まで相談予約のお電話をお寄
せください。

法テラス八雲法律事務所　 弁護士　坪井　清隆
　☎050－3383－8366 

問
合
せ

2018
APRIL

地産地消は町民の皆様においしさと安全・　　安心を提供する源です。地産地消にご協力を！！

地
方
版
電
子
申
告
（
エ
ル
タ
ッ
ク

ス
）
を
ご
存
知
で
す
か
？

問
合
せ

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
制
度

を
ご
存
じ
で
す
か

問
合
せ

ご
家
庭
で
眠
っ
て
い
る

「
鯉
の
ぼ
り
」
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

問
合
せ
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目指せ車いす！目指せ車いす！
リングプル回収事業

○ 現在ストック量…540㎏

　 車いす交換まであと160㎏

今金町社会福祉協議会

※700㎏で車いす一台と交換できます

日本一の「今金男爵」
　　　　を守ろう！！

ジャガイモシストセンチュウの 
拡散防止には町民の皆様のご理
解とご協力が必要です。

今金町農業協同組合
今金町農林振興課

広報いまかね 2018年４月号

■平成29年度現在 1,862件 1,686万7,500円

※詳しくは、役場総務財政課総務グ
ループ又はホームページへ

ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～

たくさんの期待や思いをお待ちし
ております。皆さんのお知り合い
に、是非、ご紹介ください。

２月末現在の情報です。

地産地消は町民の皆様においしさと安全・　　安心を提供する源です。地産地消にご協力を！！

みんなの広場
「活動についてPRしたい団体を
　　　　　　　募集しています」

コールアダージョ

◆今月の団体◆

　今月は、今金町文化協会に加盟する「コー
ルアダージョ」について紹介いたします。
　同団体は、昭和45年５月に今金小学校
PTAコーラスとして発足し、今年の５月で
46周年を迎え、毎週水曜夜７時から９時ま
で定例の練習を行い、総合文化祭出場、施
設への慰問活動を行っています。
　興味のある方は足を運んで一緒に歌って
みませんか？見学・入会希望や詳細は、代
表の稲木喜代子さん（☎82-0517）、事務局
大越美子さん（☎82-1932）まで連絡をお
願いします。

▲総合文化祭での発表の様子

４月１日から５月31日は

○山林内や農作業中は目立つ服装をし、
単独では行動しないようにしましょ
う。

○鈴を携帯するなど、人の存在を早めに
ヒグマに知らせる工夫をしましょう。

〇ヒグマを引き寄せてしまうので、残飯
や空き缶などのゴミは必ず持ち帰りま
しょう。

春のヒグマ注意特別期間

○背中を見せて逃げると追いかけてくる
ので危険です。

○子グマに遭遇し
た場合は、母グ
マが近くにいる
可能性が高く非
常に危険です。

　母グマを刺激し
ないよう速やか
にその場から離
れてください。

１．ヒグマに遭遇しないために 

２．ヒグマに遭遇してしまったら

檜山振興局環境生活課自然環境係
☎0139－52－6494
役場農林振興課　耕地林務グループ
☎82－0111

問合せ

山菜取りの遭難にはご注意を!!

　山菜取りシーズンが始まりま

す。手軽なレジャーとして誰もが

楽しめる反面、毎年遭難事故が危

ぶまれます。家族や周囲の心配を

考えて、無理をせず注意して出か

けましょう。

★緊急時の連絡先
警　察　署…☎「110番」
今金消防署…☎「82－0519」

～今金町遭難対策会議～

　道路に落ちた土や泥のかたま

りは、歩行者の通行の妨げにな

り、車などの走行においても大

変危険です。また道路はみんな

で使うところであることから、

道路に土や泥が散乱している様

子は、環境美化の点でも大変気

になるものです。

　やむを得ず、道路に土や泥を

落としてしまった場合は、速や

かに取り除きましょう。

　　　　役場公営施設課 ☎82-0111問合せ

田畑から出る際は、トラクター
などの農耕車両についた土や泥
を落としましょう

振替納付日について
●　平成29年分の所得税及び復興特別所得

税の確定申告
　➡　平成30年４月20日（金）

●　平成29年分の個人事業者の消費税及び
地方消費税の確定申告

　➡　平成30年４月25日（水）
期限内に納付できなかった場合は
　期限内に納付できなかった場合や、振
替口座の残高不足等で振替できなかった
場合には、法定納期限の翌日から納付の
日まで延滞税がかかります。この場合、
金融機関（日本銀行歳入代理店）又は所
轄税務署の納税窓口で本税と延滞税を併
せて納付していただくことになります。

※納付書は、税務署又は所轄税務署管内
の金融機関に用意しています。また、
金融機関に納付書がない場合には、所
轄税務署にご連絡ください。

　なお、平成30年中における延滞税の割
合は、次のとおりです。

　具体的な延滞税の計算は、国税庁ホー
ムページで簡単に計算することができま
す。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-
shomei/entaizei/entai.htm#keisan　　
　　　　八雲税務署 ☎0137-63-2148

①納期限の翌日から２か月を経過
　する日までは、年2.6％の割合
②納期限の翌日から２か月を経過
　する日の翌日以後については、
　年8.9％の割合

問合せ

～八雲税務署からお知らせ～

○平成30年度町税等
納 期 カ レ ン ダ ー

町道
民税

固定
資産
税

軽自
動車
税

国民健
康保険
税

４月
５月 １期 全期
６月 １期
７月 ２期 １期
８月 ２期 ２期
９月 ３期
10月 ３期 ４期
11月 ５期
12月 ３期 ６期

■納期限は各月の末日(12月は25日)
となります。土、日、祝日にあたる
ときはその翌日が納期限となります。
　　　　役場税務住民課 ☎82-0111問合せ


